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津山市元気いきいき通所サービス事業 委託仕様書

１ 委託事業名

津山市元気いきいき通所サービス事業

２ 事業の目的

介護予防において目指すものは、「自立支援」であり、「有する能力に応じ、自立した

日常生活を営むことができる」ことの支援です。

この事業では、運動器の機能低下により廃用症候群となる可能性の高い高齢者等を中

心に、ＡＤＬ（日常生活動作）及びＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）の改善に特化した

個別運動機能プログラムを提供することにより、日常生活での活動性を担保し、住み慣

れた地域で安心して自立した生活が継続できるよう支援することを目的とします。

３ 事業を委託する期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間とします。

４ 事業を利用できる者

要支援１、要支援２、基本チェックリストにおいて介護予防・日常生活支援総合事業

の事業対象となった者（事業対象者）のうち次のいずれかに該当する者とします。

（１）入浴、排せつ、食事、買物、調理、洗濯などの生活機能を、通所により専門職の

指導を受けながら短期集中的にトレーニングすることで、生活機能の向上が見込め、

自立した生活が営める者

（２）運動を行うことにより自分でできる行為を増やしたいという意欲が伺える者

（３）社会参加に向けた活動での実践が必要な者

（４）地域ケア個別会議で利用が必要と認められた者

５ 事業委託の内容

（１）事業の内容及び実施

日常生活に支障のある生活行為を改善するために、「津山市元気いきいき通所サービ

ス事業 支援マニュアル」に記載している以下のプログラムを指定プログラム講習会を

受講した機能訓練指導員の資格または介護福祉士の資格を有する従事者が実施してく

ださい。

（ア）運動機能向上プログラム ベーシックコース

（イ）口腔体操 かみかみ百歳体操

（ウ）運動機能向上プログラム チャレンジコース

（Ａ）上肢・体幹コース

別紙３
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（Ｂ）下肢・体幹コース

（Ｃ）上肢・下肢・体幹コース

※（Ａ）～（Ｃ）のプログラムを必ずしもすべて実施する必要はありませ

ん。利用者の身体状況に応じたプログラムを選択し実施してください。

また、受託事業者が独自に実施している筋力トレーニング等が（ウ）の

プログラム内容と同等の場合は、高齢介護課と事前協議のうえで、独自

プログラムを実施することも可能です。

（２）事業実施期間

最長６ヶ月

（３）利用調整

地域包括支援センターから利用者を受付け、介護予防支援または介護予防ケアマネジ

メントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント）及び地域ケア個別会議において自立支

援に資するアドバイスを受け、随時利用を開始します。

利用開始日等は、サービス担当者会議を活用し、当該利用者の介護予防サービス・支

援計画書を作成した地域包括支援センター及び利用者と調整してください。

（４）初回アセスメントと個別サービス計画の作成

ア 初回アセスメント

地域包括支援センターが作成した以下の書類をもとに利用者の状態把握を利用者

の自宅またはサービス提供場所で利用開始までに行ってください。

（ア）利用者基本情報

（イ）介護予防サービス・支援計画書

イ 個別サービス計画の作成

初回アセスメントの結果を踏まえて、利用者とともに介護予防サービス・支援計画

書に定められた目標を達成するための具体的な目標を定めた個別サービス計画をサ

ービス提供事業所の管理者が利用開始までに作成してください。

その際、サービス事業修了後も住み慣れた地域で実施されている地域活動やこけな

いからだ講座、自助努力によって継続した運動習慣（自主的な運動）等の定着に繋が

るように目標設定を行ってください。

また、立案した目標や利用者の希望等を盛り込み作成した個別サービス計画につい

ては、利用者に提示し、同意を得たうえで事業内容を決定してください。

（５）サービスの提供
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ア 地域包括支援センターから提出される介護予防サービス・支援計画書に基づき、

その目標を達成するため以下のことに留意し、必要なサービスを提供してください。

（ア）初回アセスメントに基づき設定された目標及び事業内容を鑑み、事業を行う

こと。

（イ）介護保険法の基本理念に鑑みた支援を行うこと。

（ウ）利用者の体調の聞き取りやバイタルチェックに基づき、サービス提供を行う

機能訓練指導員または介護福祉士が事業実施の可否を判断すること。

（エ）「津山市元気いきいき通所サービス 支援マニュアル」を熟読し、利用者が

継続して有意義に利用できるような工夫をすること。

イ 利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合または、利用者の

状態が変化した場合は、当該利用者の介護予防サービス・支援計画書を作成した地

域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行ってください。

ウ 送迎

送迎を行う場合は、利用者と話し合いのうえ、利用者の状態に応じた送迎を受託事

業者において実施してください。ただし、受託事業者の最終責任において効率的・効

果的な事業実施のため、送迎業務を委託により行うことは差し支えありません。

エ 身体機能についての事前アセスメント

利用開始にあわせて利用者の身体機能の状況等について把握（聞き取りや体力測定

等）・評価を「津山市元気いきいき通所サービス事業 支援マニュアル」を確認し、

必ず行ってください。

オ 事後アセスメント

個別サービス計画に記載したサービス提供期間が終了するまでに、個別サービス計

画に係るサービス実施の成果と上記エの事後評価を行い、残されている課題を明らか

にしてください。

（６）実施状況及び効果の確認

個別サービス計画に基づくサービス提供の開始から、少なくとも１カ月に１回は、当

該利用者の状態及びサービス提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防

サービス・支援計画書を作成した地域包括支援センターへ報告してください。

また、「津山市元気いきいき通所サービス事業 支援マニュアル」に掲載している「生

活目標と日常生活状況確認シート」（Ｐ28）及び「体力測定評価表」（Ｐ30）を使用し、

利用開始月、利用開始３カ月及び利用最終月の状況を確認し、最終月の委託料請求にあ
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わせて高齢介護課へ提出してください。

（７）実施報告及び委託料・長距離送迎加算の請求

サービスの提供後、請求書、サービス利用実績報告書を作成し、元気いきいき通所サ

ービス事業従事者勤務実績表とあわせて、翌月５日までに高齢介護課へ提出してくださ

い。長距離送迎加算の請求については、請求１月目に限り、サービス提供事業所から利

用者の居住地が片道５ｋｍ以上の距離があることのわかる書類を添付してください。

６ 委託業務の人員要件

受託事業者は本事業を実施するにあたり、サービス提供事業所ごとに、次に掲げる資

格を有する事業従事者を配置してください。

（１）管理者：常勤・専従１人以上

支障がない場合は、当該事業所の他の職務または同一敷地内の他の事業所等の

職務に従事可能。

（２）機能訓練指導員または介護福祉士：専従１人以上

介護保険法第８条第７項に規定する通所介護における機能訓練指導員の資格

または介護福祉士の資格を有しており、津山市が開催する指定プログラム講習会

を受講していること。

（３）介護職員：専従１人以上に必要数を加えた数

７ 設備に関する要件

受託事業者は本事業を実施するにあたり、以下の設備及び備品をサービス提供事業所

ごとに整備してください。

（１）サービスを提供するために必要な場所（３㎡×利用定員以上）

（２）静養、事務に必要な場所

（３）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

（４）その他必要な設備及び備品

８ 事故発生時の対応に関すること

（１）受託事業者は、事故を未然に防ぐため、「津山市元気いきいき通所サービス事業

支援マニュアル」の第２章リスク管理を遵守し、事業従事者が利用者のリスクを把握

するとともに、安全管理マニュアルを整備してください。

（２）サービス提供事業所は、サービス提供により事故が発生した場合は、高齢介護課、

当該利用者の家族、当該利用者の介護予防サービス・支援計画書を作成した地域包括

支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。

（３）サービス提供事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について
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記録し、高齢介護課へ提出してください。

（４）受託事業者は、事業実施中に利用者に緊急を要する事態が発生した場合に備え、

傷害保険への加入等を含めた必要な体制を整備してください。補償額・保障内容等は

受託事業者の判断とします。

９ 秘密保持に関すること

受託事業者及び事業従事者は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはそ

の家族の秘密を漏らしてはいけません。また、その職を退いた後も同様とします。

１０ 従事者の清潔保持と健康状態に関すること

（１）受託事業者は、事業従事者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行っ

てください。

（２）受託事業者は、サービス提供に使用する設備及び備品等について衛生的な管理に

努めてください。

（３）受託事業者は、感染症が発生しまたは、まん延しないように必要な措置を講じて

ください。サービス提供事業所内で感染症が発生した場合は、事業を一時的に休止す

る場合がありますので、高齢介護課及び介護予防サービス・支援計画書を作成した地

域包括支援センター等へ速やかに連絡してください。

１１ サービス提供時間、委託料及び利用者負担金（利用料）

（１）サービス提供時間

１回利用につき、３時間以内

（２）利用回数

利用者１人につき、週１回

（３）委託料

１回利用につき、３，８００円

（４）長距離送迎加算

下記のいずれかの要件に該当し、サービス提供事業所から利用者の居住地までの距

離が片道５ｋｍ以上ある場合は、利用者１人につき、片道４７０円

ア 利用者が居住する日常生活圏域に、サービス提供事業所がおらず、居住地以外

の日常生活圏域のサービス提供事業所を利用する場合

イ 利用者の居住する日常生活圏域のサービス提供事業所において、利用者数が受

入定員に達している等により、居住地以外の日常生活圏域のサービス提供事業所
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を利用する場合

※津山市の日常生活圏域については、別紙「津山市の日常生活圏域一覧表」を参

考にしてください。

（５）利用者負担金（利用料）

受託事業者は、下記の利用者負担金（利用料）を利用者から徴収し、津山市が指定し

た方法で納付してください。

ア 介護保険負担割合証に記載されている負担割合が１割の利用者については、１

回の利用につき、３８０円

イ 介護保険負担割合証に記載されている負担割合が２割の利用者については、１

回の利用につき、７６０円

ウ 介護保険負担割合証に記載されている負担割合が３割の利用者については、１

回の利用につき、１，１４０円

１２ 社会参加を促進するための加算

利用者が、サービス事業修了後に地域活動や社会活動へ参加できるよう、サービス提

供事業所が定期的なフォローアップを実施した場合に加算を算定できます。

フォローアップは、「生活目標と日常生活状況確認シート」を用いて必ず利用者の居

宅で行い、１カ月ごとに受託者へ請求してください。

ただし、１カ月に請求可能な加算は１種類のみであり、重複しての加算請求はできま

せん。

加算の種類、要件及び加算金額は以下のとおりです。

（１）介護予防事業参加支援加算

要件：利用者がサービス事業修了後に、通所系サービスを利用しておらず、かつ

地域のこけないからだ講座へ継続的に参加し、今後も継続して参加する意

志があること。ただし、サービス事業利用前からこけないからだ講座に参

加している場合は対象とならず、新規または再開した場合に限る。

加算金額：こけないからだ講座参加開始から１月目 ２，０００円

こけないからだ講座参加開始から２月目 ３，０００円

こけないからだ講座参加開始から３月目 ６，０００円

（２）社会活動参加支援加算

要件：利用者がサービス事業修了後に、通所系サービスを利用しておらず、かつ

週２回以上、目的をもちながら居住地の敷地外へ外出していること。

加算金額：活動開始から１月目 １，０００円
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活動開始から２月目 ２，０００円

活動開始から３月目 ３，０００円

（３）社会参加支援・生活機能モニタリング加算

要件：利用者がサービス事業修了後に、通所系サービスを利用しておらず、社会

参加への利用実績はないが、サービス提供事業所が定期的にフォローし、

社会参加への働きかけや、生活機能のモニタリングを実施していること。

加算金額：働きかけやモニタリング開始から１月目 ５００円

働きかけやモニタリング開始から２月目 ５００円

働きかけやモニタリング開始から３月目 ５００円

１３ 事業従事者の義務

（１）事業従事者は、定められた時間その職務に専念してください。

（２）利用者またはその家族の自宅へ訪問する場合は、身分を証明する書類を携行し、

利用者またはその家族から求められた場合は、これを提示してください。

１４ 書類の整備及び保存年限

受託事業者は事業を遂行するにあたり、必要な書類を整備し、委託事業の終了後５年

間は保存してください。

１５ その他（留意点）

（１）事業は独立して実施するものとし、同一敷地、建物で実施されている他の事業と

区別し、本事業、他の事業相互に支障のないようにしてください。

（２）天候不良、災害などが発生し事業が実施できない場合は、高齢介護課及び介護予

防サービス・支援計画書を作成した地域包括支援センター等へ速やかに連絡してくだ

さい。

（３）アセスメント結果等の個人情報に関する取扱いについて十分に配慮し、利用者へ

の説明、同意を得てください。

（４）受託事業者の事情において委託期間内にやむを得ず事業の中止または契約の解除

をする場合は、事業中止または契約解除１カ月前までに津山市へ連絡してください。

また、利用者及び地域包括支援センターへ事情を説明し、利用者が事業を継続できな

いなどの不利益が生じないよう、利用者及び介護予防サービス・支援計画書を作成し

た地域包括支援センター等と協議し、当該利用者の事業継続に努めてください。

（５）事業内容に疑義が生じた場合は、その都度、津山市と協議してください。

（６）その他、本仕様書に定めのない事項については津山市と協議を行うものとします。


